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熊本県議会 総務常任委員会会議記録第 ４ 回

平成21年６月25日（木曜日）

午前10時０分開議

午前11時57分閉会

本日の会議に付した事件

議案第１号 平成21年度熊本県一般会計

補正予算(第１号)

議案第４号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第14号 専決処分の報告及び承認につ

いて

議案第15号 平成21年度熊本県一般会計補

正予算(第２号)

報告第１号 平成20年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち

閉会中の継続審査について

報告事項

① 私立学校における新型インフルエン

ザの発症事例について

② 市町村合併の推進について

③ 川辺川ダムに関する最近の状況につ

いて

出席委員（８人）

委 員 長 森 浩 二

副委員長 田 代 国 広

委 員 鬼 海 洋 一

委 員 竹 口 博 己

委 員 馬 場 成 志

委 員 大 西 一 史

委 員 中 村 博 生

委 員 内 野 幸 喜

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策局

局 長 安 倍 康 雄

総括審議員兼次 長 黒 田 豊

首席政策審議員兼

企画調整課長 神 谷 将 広

政策調整監 坂 本 浩

秘書課長 向 井 康 彦

広報課長 濱 名 厚 英

総務部

部 長 松 山 正 明

次 長 瀬 口 豊

次 長 田 崎 龍 一

危機管理監 富 田 健 治

人事課長 豊 田 祐 一

総務事務センター長 高 嶋 裕 治

首席総務審議員兼

私学文書課長 広 崎 史 子

首席総務審議員兼

財政課長 田 嶋 徹

管財課長 松 田 良 治

税務課長 佐 藤 幸 男

市町村総室長 楢木野 史 貴

市町村総室副総室長 五 嶋 道 也

危機管理・防災消防

総室長 若 杉 鎭 信

危機管理・防災消防

総室副総室長 佐 藤 祐 治

男女参画・協働推進

課長 中 園 幹 也

地域振興部

部 長 小 宮 義 之

次 長 松 見 辰 彦

次 長 河 野 靖

地域政策課長 小 林 弘 史

川辺川ダム総合対策課長 古 里 政 信

情報企画課長 松 永 康 生

首席政策審議員兼
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文化企画課長 山 野 陽 一

交通対策総室長 髙 田 公 生

交通対策総室副総室長 田 代 裕 信

統計調査課長 佐 伯 康 範

出納局

会計管理者兼

出納局長 宮 田 政 道

会計課長 田 上 勲

管理調達課長 清 田 隆 範

人事委員会事務局

局 長 中 村 和 道

首席総務審議員兼

総務課長 田 中 明

公務員課長 松 見 久

監査委員事務局

局 長 林 田 直 志

首席監査審議員兼

監査監 藤 川 昭

監査監 柳 田 幸 子

監査監 山 中 和 彦

議会事務局

局 長 井 川 正 明

次 長 高 橋 雄 二

首席総務審議員兼

総務課長 吉 良 洋 三

議事課長 東 泰 治

政務調査課長 船 越 宏 樹

事務局職員出席者

議事課課長補佐 徳 永 和 彦

政務調査課課長補佐 後 藤 勝 雄

午前10時０分開議

○森浩二委員長 ただいまから第４回総務常

任委員会を開会いたします。

まず、４月の委員会以降に人事異動があっ

ておりますので、自席から自己紹介をお願い

いたします。

（危機管理監、危機管理・防災消防総室

長の順に自己紹介)

○森浩二委員長 次に、本委員会に付託され

た議案等を議題とし、これについて審査を行

います。

まず、議案等について執行部の説明を求め

、 。た後に 一括して質疑を受けたいと思います

なお、審査を効率よく進めるために、執行部

の説明は簡潔にお願いします。

それでは、松山総務部長から総括説明をお

願いいたします。

○松山総務部長 それでは、今回提案してお

ります議案の概要について御説明を申し上げ

ます。

まず、今回の一般会計補正予算は、冒頭提

案の第１号議案と追加提案の第15号議案の２

つの議案を提案いたしております。

第１号議案は、県内の厳しい景気・雇用情

勢を踏まえまして、国の経済危機対策を最大

限に活用しました本県の経済対策に係る経費

と国庫補助金の内示増減等に伴う経費を合わ

せまして、総額656億円を計上いたしており

ます。

また、特別会計は１億2,900万円、企業会

計は300万円となっております。

次に、第15号議案では、新たに詳細が明ら

かになりました国の経済対策に伴います基金

の造成及び積み増し並びに当該基金を活用し

た事業など、総額約145億円を計上いたして

おります。

冒頭及び追加提案ともに、地方公共団体へ

の配慮といたしまして創設されました地域活

性化・公共投資臨時交付金等を活用すること

によりまして、一般財源を使わず、県債残高

もふやさないことで財政再建戦略との整合を

図ったところでございます。

これによりまして、一般会計６月補正予算

の規模は約801億円となりまして、さらに、

当初予算と合算した予算総額は約7,994億円

となります。

また、熊本県手数料条例の一部を改正する
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条例や専決処分の報告及び承認につきまして

も、あわせて御提案を申し上げております。

この後、予算関係の総括的な説明につきま

しては財政課長から、また、詳細な内容及び

条例等の議案につきましては各課長、総室長

からそれぞれ御説明申し上げますので、よろ

しく御審議いただきますようお願いいたしま

す。

以上でございます。

○森浩二委員長 次に、財政課長から、平成

21年度６月補正予算の概要について説明をお

願いします。座ったままお願いします。

○田嶋財政課長 財政課でございます。

まず、冒頭提案分の資料を御説明いたしま

す。１ページをお願いします。

１ページにつきましては、６月補正予算の

概要ですが、総務部長の説明と重複しますの

で、割愛させていただきます。

２ページをお願いします。

財政再建戦略との整合でございますが、財

政調整用４基金は53億円を維持、地方債につ

きましては、６月補正後のプライマリーバラ

ンスも確保いたしました。その状況を示して

おります。

次、３ページをお願いします。

今回の補正予算ですが、それぞれ一般会計

で656億円、育英資金貸与基金特別会計で１

億2,900万円、病院事業会計で300万円という

ような補正でございます。

次は、４ページをお願いします。

４ページから５ページにかけて、歳入予算

の内訳を示しております。その主なものは、

４ページの分担金及び負担金につきまして

は、公共事業に伴う市町村負担金等でござい

ます。

国庫支出金につきましては、公共事業ある

いは今回創設、追加いたしました基金の財源

としての国庫補助金等でございます。

12の繰入金につきましては、先ほど説明し

ました基金を活用しました事業の創出でござ

います。

諸収入につきましては、金融円滑化特別資

金等の財源として貸付金元利収入を充てたも

のでございます。

県債につきましては、５億8,100万円のマ

イナスとしております。

次は、６ページをお願いします。

６ページから７ページにかけまして、歳出

予算の内訳を示しております。

まず、一般行政経費では、247億円の補正

ということで、人件費が9,100万円、これは

緊急雇用創出に伴う報酬等でございます。物

件費は、同様に緊急雇用創出を活用しました

各種事業の展開でございます。その他につき

ましては、介護職員の処遇改善に向けた基金

の積立金等でございます。

７ページ、投資的経費につきましては、普

。通建設等で406億円の補正となっております

続きまして、８ページをお願いします。

８ページにつきましては、地方債の補正で

すけれども、先ほど歳入のところでお話しし

ましたように、５億8,000万円の減となって

おります。

次に、資料が変わりまして、追号関係の別

冊資料をお願いします。１ページをお願いい

たします。

平成21年度６月補正予算の追加提案分でご

ざいます。

経済対策に係る基金の造成、活用等に要す

る経費として、約145億円を計上しておりま

す。この結果、冒頭提案分と追加提案分を合

わせますと、一般会計で801億円の増額補正

となります。現計予算が7,192億円でござい

ますので、６月補正後の予算規模は7,994億

円となります。

２ページをお願いします。

２ページから３ページにかけまして、歳入

予算の内訳を示しております。
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主なものは３ページにあります国庫支出金

でございますが、これにつきましても基金の

造成に関する財源でございます。

12の繰入金につきましては、この基金を活

用した事業の実施に伴うものでございます。

次は、４ページをお願いします。

４ページから５ページにかけまして、歳出

予算の内訳を示しております。

まずは、一般行政経費は、物件費、その他

に分かれておりますけれども、これについて

は基金を活用した各種事業を計上しておりま

す。

投資的経費につきましては、同様に基金を

活用しました介護基盤整備等に関する経費等

を計上しております。

以上が６月補正予算の冒頭提案分と追加提

案分の概要です。いずれも県内の厳しい景

気・雇用情勢を踏まえまして、国の経済危機

対策を最大限に活用したものでございます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○森浩二委員長 次に、各課の説明に入りま

す。関係課長から順次説明をお願いします。

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。資料の10ページをお願いいたします。

１番目、私学振興費2,100万円余につきま

しては、地域活性化・経済危機対策臨時交付

金を財源といたしまして、私立高等学校の授

業料減免対象人数増に対応するための緊急支

援補助でございます。

２段目、大学費1,400万円余は、同じく地

域活性化・経済危機対策臨時交付金を財源と

した熊本県立大学が行います太陽光パネル設

置工事経費の補助を行うものでございます。

資料、飛びますが、19ページをお願いいた

します。

繰越予算の御報告でございます。

平成20年度熊本県一般会計繰越明許費に係

る報告でございます。

教育総務費1,500万円及び大学費２億3,700

万円余は、私立学校に対する耐震診断の経費

補助及び公立大学法人熊本県立大学に対する

耐震化補強の工事経費補助でございます。

この経費につきましては、平成20年度２月

補正において、地域活性化・生活対策臨時交

付金を財源とした予算を組んでおりますが、

年度内の発注が間に合わず、交付決定が行え

なかったため、翌年度に繰り越したものでご

ざいます。いずれも６月中には交付決定の見

込みでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

○松田管財課長 管財課でございます。資料

の10ページをお願いいたします。

補正予算でございますが、財産管理費で１

。億660万円の増額補正をお願いしております

これは、県庁内に新たに太陽光発電設備を

増設するものでございます。県庁には、既に

新館の屋上に出力10キロワットのものがあり

ますが、今回、本館の南側に隣接するサンク

ガーデン内に出力50キロワットの設備を設置

するものでございます。

、 。以上 管財課補正予算の内容でございます

よろしくお願いいたします。

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。説明資料の

11ページをお願いいたします。

総額４億6,228万4,000円の補正をお願いし

ているところでございます。

まず、上段の防災総務費でございますけれ

ども、これは右の説明の欄にございますよう

に、防災・行政情報通信ネットワーク整備事

業といたしまして、２つの事業を実施するも

のでございます。

(1)の震度情報ネットワークシステム整備

事業でございますけれども、３億9,466万1,0

00円の補正をお願いしております。これは平
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成８年度に整備いたしました震度情報ネット

ワークシステムの更新に係る経費でございま

して、県内69カ所に設置しております地震の

震度計、それから、県庁に設置しております

データ処理用のサーバー等の老朽化に伴いま

して更新を行うものでございます。財源とい

たしましては、全額国からの交付金を予定い

たしております。

次に(2)の防災行政無線整備事業でござい

ますけれども、3,279万9,000円の補正をお願

いしております。これは平成４年度から５年

度にかけまして整備をいたしました防災行政

無線の無停電電源装置の老朽化に伴う更新に

係る経費でございまして、箇所数は62カ所で

ございます。財源といたしましては、3,063

、万7,000円を国の経済危機対策臨時交付金で

残り216万2,000円を市町村負担金で予定をし

ているところでございます。

次に、下段の消防指導費でございますけれ

ども、3,482万4,000円の補正をお願いいたし

ております。これは、市町村等消防施設整備

補助といたしまして、消防用車両、予定は69

。 、 、台でございます それから 消防団拠点施設

予定としまして８カ所でございます。これら

を整備する市町村に対しまして補助をいたす

ものでございます。財源といたしましては、

全額国の経済危機対策臨時交付金を予定いた

しております。

以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。資料の13ページをお願いいたします。

計画調査費でございますが、新幹線元年戦

略推進事業といたしまして、九州新幹線の全

線開業効果の最大化に向け、新幹線元年戦略

に基づく取り組みを加速させるため、国から

の交付金を活用いたしまして、4,900万円余

の増額補正をお願いいたしております。

具体の内容といたしましては、県外からお

いでになる方々が、新幹線の各駅から主要観

光地などへ快適に移動することができるよう

にするため、公共交通機関のアクセス情報の

提供システムの構築や新幹線駅を起点とした

広域バスルートの実証実験を行うとともに、

県民の機運醸成を図るため、ポスター用絵画

の募集や新幹線元年戦略のパンフレットの作

成などを行うことといたしております。

続きまして、若干資料が飛びますが、20ペ

ージをお願いいたします。

こちらは繰り越しについての御報告でござ

います。

資料の一番上段でございます。熊本駅周辺

都市機能誘導等推進事業でございますが、平

成20年度２次補正における生活対策臨時交付

金を財源といたしまして、万日山県有地の整

備を行うものでございますが、工法選定等で

時間を要したため年度内の執行ができず、2,

880万円を翌年度に繰り越したものでござい

ます。

以上、よろしくお願いいたします。

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。13ページの下段をお願いいたします。

計画調査費としまして、説明欄に記載して

おりますとおり、８億8,600万円余の増額補

正と５億3,100万円の財源更正をお願いして

おります。

まず、増額補正につきましては、説明欄の

(1)に記載しておりますとおり、情報通信格

差を是正するため、市町村が国の経済危機対

策を活用して実施いたします移動通信用鉄塔

施設整備事業及びブロードバンドゼロ地域解

消促進事業に対して、県が補助を行うもので

ございます。

また、財源更正につきましては、当初予算

で計上させていただいております(2)の熊本

県総合行政ネットワーク管理運営事業のネッ

トワーク更新に係る費用のうち５億3,100万

円について、国の地域活性化・公共投資臨時
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交付金を充当することとし、それに伴い、予

定しておりました地方債と一般財源の減額を

行うものでございます。

次に、20ページの方をお願いいたします。

繰越明許費についての御報告でございま

す。

中段の地上デジタル放送緊急対策事業でご

ざいますが、この事業は、平成20年度２月補

正における生活対策臨時交付金を財源とした

事業でございまして、設計の確認等が間に合

わず、5,000万円を翌年度に繰り越したもの

でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○山野文化企画課長 文化企画課でございま

す。資料の14ページ、上段をお願いいたしま

す。

計画調査費で5,400万円余の補正をお願い

。 。しております 説明欄の方をごらんください

まず、文化企画推進費の(1)博物館活動拠

点整備事業でございますが、これは、旧運転

免許試験場、現在は県民から寄贈されました

資料の保管、展示をいたしております松橋収

蔵庫でございますが、その松橋収蔵庫の展示

スペース等の改修を行うものでございます。

次に(2)の県立劇場施設整備費でございま

すが、これは県立劇場のコンサートホールの

バリアフリー化及びトイレの改修等を行うも

のでございます。

それから、ページが飛びますが、申しわけ

ございません、20ページの方をごらんいただ

きたいと思います。

一番下の欄でございますが、これは平成20

年度の繰越計算書についての御報告でござい

ます。

県立劇場施設整備事業費2,100万円につき

ましては、去る２月議会で繰越明許費の設定

をお願いしたものでございます。これは、県

立劇場の空調設備の改修につきまして、施設

を開館しながら工事を行う必要がありました

ことから、施工日数が不足し、繰り越しをし

たものでございます。なお、６月中には竣工

の見通しでございます。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。説明資料の14ページをお願いいたし

ます。

下段の計画調査費で7,450万円の増額補正

をお願いしております。

まず、１の企画推進費でございます。

阿蘇くまもと空港キャラクターを活用した

新たな県産品づくり推進事業につきまして

は、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を

活用し、お手元にカラーの参考資料としてつ

けさせていただきましたが、先日誕生いたし

ました空港キャラクター「あそらくん」をモ

チーフとした地場企業の商品開発に対する支

援や就航路線を活用した新たな県産品プロモ

ーションを行うことを通じて、県産品の新た

な販売促進拠点として空港の活性化を図るた

め、1,600万円余をお願いしておるところで

ございます。

次に、２の交通整備促進費でございます。

地方公共交通対策事業につきまして、3,00

0万円の増額をしております。これにつきま

しても、地域活性化・経済危機対策臨時交付

金を活用し、交通事業者のノンステップバス

購入に対する国庫補助事業の県負担分の増額

補正をお願いするものです。

続きまして、３の空港整備促進費でござい

ます。

(1)の阿蘇くまもと空港直轄事業負担金に

つきましては、同じく経済対策としまして、

国の事業の前倒しによる阿蘇くまもと空港敷

地内南側の調整池の改良工事につきまして、

県負担分2,800万円の増額補正をお願いする

ものです。なお、これにつきましては、地方
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負担分を軽減する補正予算債を活用すること

としております。(2)の阿蘇くまもと空港周

辺県有地整備促進事業につきましては、当初

予算で計上しておりました一般財源200万円

と起債額600万円を減額して、地域活性化・

公共投資臨時交付金から800万円充当する財

源更正を行うものでございます。

資料、飛びまして、説明資料の21ページを

お願いいたします。

繰越明許費の報告でございます。いずれも

本年２月の補正予算により計上した事業でご

ざいます。

上段の地方公共交通対策事業費につきまし

ては、ＪＲ玉名駅及び八代駅、鉄道施設のバ

、リアフリー化補助の4,950万円につきまして

設計などの確認に不測の日数を要し、年度内

の工期の確保ができなかったため、繰り越し

を行ったものでございます。

下段の阿蘇くまもと空港周辺整備事業費に

つきましても、阿蘇くまもと空港北側県有地

の管理用道路の整備につきまして、同様の理

由により2,300万円余の繰り越しを行ったも

のでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。

○田嶋財政課長 財政課でございます。

説明資料の15ページから16ページに、手数

料条例の一部を改正する条例を記載しており

ます。16ページに条例の概要をつけておりま

すので、この概要に沿って御説明させていた

だきます。

まず、条例制定の趣旨ですが、民間の駐車

場の充実等に伴いまして、県公安委員会が設

置するパーキングメーターを廃止するもの

、 。で そのための関係規定の整備でございます

次に、２の改正内容ですが、パーキングメ

ーターの廃止に伴い、パーキングメーター作

動手数料を廃止いたします。

また、歯科技工士法ほか関係法の一部改正

に伴う引用規定の整理も行っております。

次に、３の施行期日ですが、公布の日から

といたします。ただし、(2)の①の歯科技工

士法の一部改正に伴う改正規定につきまして

は、法律の施行日である21年９月１日から施

行することといたします。

最後に、その他ですが、歯科技工士法の一

部改正に伴う収入証紙条例について、引用規

定の整理を行う必要があるため、あわせて一

部改正を行うものでございます。

以上、よろしくお願いします。

○松田管財課長 管財課でございます。資料

の17ページをお願いいたします。

専決処分の報告及び承認についてでござい

ます。内容につきましては、次の18ページで

御説明いたします。

本件の事故は、平成20年12月26日午後３時

30分ころ、県庁南側駐車場入り口で発生して

おります。過失の割合は、県が10割というこ

とで、損害額及び賠償額は８万8,710円でご

ざいます。

事故の状況は、相手方が、自家用車を駐車

、 、させるため 県庁南側駐車場で駐車券を取り

ゲートバーが上がったことを確認し前進しよ

うとしたとき、ゲートバーが落下し、車両の

フロント及びバンパーの一部を破損させたも

のでございます。

ゲートバーが落下した原因は、その破断面

や折れた箇所から、前日の昼過ぎにゲートバ

ーに異常がなかったことから、それ以降から

事故発生までの間に、第三者の車が屋上に向

かおうとして前進し、思い直して１階に駐車

しようとしてバックさせた際、ゲートバーに

当たり損傷させ、そのままの状態で作動し続

けた結果、損傷が拡大し、落下したものと思

われます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。
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○佐藤税務課長 税務課でございます。資料

の19ページの中段をお願いいたします。

当課の繰越明許費についての御報告でござ

います。

まず、１段目の県税システム改修事業費で

ございます。

この事業は、平成20年度税制改正におきま

して、地方法人特別税が導入されたことなど

で県税システムの改修を行うものであります

が、地方法人特別税は、当初、制度の詳細が

明らかになっていなかったことなどもあり、

改修がおくれまして、年度内に総合運用テス

トに十分な日数が確保できませんでしたた

め、繰り越しを行ったものでございます。

なお、当該事業につきましては、去る６月

１日に完了しておりまして、運用を開始して

いるところでございます。

次に、２段目の熊本総合庁舎耐震改修事業

費でございます。

この事業は、熊本市内にあります熊本総合

庁舎の耐震化改修工事を行うものであります

が、国の追加経済対策を受けた事業でありま

して、設計などの確認に不測の日数を要しま

して年度内の工期確保ができなかったため、

翌年度に１億1,000万円余を繰り越したもの

でございます。

なお、当該事業につきましては、来年３月

に完工の予定でございます。

税務課関係は以上でございます。よろしく

御審議をお願いいたします。

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。同じく19ページの下段をお願いいたし

ます。

繰越明許費に係る御報告でございます。

国の追加経済対策を受けまして、平成20年

、 、度２月補正で 総合庁舎整備事業として鹿本

菊池、上益城の３つの総合庁舎の耐震化改修

工事を予定していたところでございますけれ

ども、工期が確保できなかったために、翌年

度に４億3,810万7,000円を繰り越したもので

ございます。

なお、本事業につきましては、年度内に完

了の予定でございます。

下段でございますが、同じく国の追加経済

対策であります定額給付金交付に伴う県の支

援事業費を93万円繰り越しております。これ

は事務費でございます。

、 。以上 よろしく御審議をお願いいたします

○森浩二委員長 以上で執行部の説明が終了

しましたので、議案等について質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。

○大西一史委員 10ページの私学振興費の授

業料減免対象人数増ですけれども、どのくら

いの人数がふえたということですかね。

○広崎私学文書課長 今回補正でお願いいた

、 。しましたのは 205人分の増加でございます

当初で1,042人分を計上いたしておりました

ので、合計減免対象者数を1,247人と見込ん

でおります。

○大西一史委員 200人分追加ということで

すから、1,247人ということなんですけれど

も、この前も報道等であっておりましたけれ

ども、要は私学の授業料あたりもなかなか払

えないということで、募金活動をやっている

ようなことも何かテレビでえらい盛んにやっ

ておりました。

確かに、私学の場合は、授業料が割高です

から、その分の補てんというのは当然必要―

―減免をある程度してあげることによってこ

の経済情勢に対応するということの趣旨だろ

うと思いますが、1,247人どころか、まだ足

りないんじゃないですか。その辺の把握とい

うのはどういうふうにされているんですか。

○広崎私学文書課長 実は当初予算でも、今
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の制度の横出しで社会保険等の適用ができな

い臨時雇いの方々の分も増加を85人ほど見込

んでおります。今回の204人増といいますの

は、現在私どもが持っております減免制度の

枠の中の増加分でございまして、この増加分

は国の減免対象者増の予想率を反映させたも

のでございます。

私どもが持っております制度の枠外で、減

免をしてほしいという学生さんがおられるか

どうかは、今年度の推移を見守りながらまた

検討をいたしていきたいと思っております。

例年、私どもの現在の制度の枠内での申請者

数は、予算の範囲内で賄っております。

以上でございます。

○大西一史委員 その制度の枠内外というの

は、いま一つよくわからないので、ちょっと

説明してもらいたいんですけれども。

○広崎私学文書課長 今制度の枠内と申しま

したのは、現在私どもが持っております授業

料減免補助制度の枠組みのことでございま

す。例えば、要件といたしまして、生活保護

受給者ですとか、リストラ等の家計急変者、

それから、その他の家計急変者、例えば保護

者の死亡ですとか離婚ですとか、そういった

ことで家計が急変した者、あるいは市町村民

税の非課税者、それから児童養護施設に入所

しておる者というのは、もう従来から制度枠

として持っております。

○大西一史委員 今のような制度の枠があっ

て、ただ、どうも聞いていますと、その家計

急変あたりというのが非常に多いんだろうな

というふうに思います。この辺の、何という

かな、仕分けと言うと変ですけれども、要は

制度の枠に入るか入らないか、その対象の部

分というのは、現場ではなかなか難しい部分

があるんじゃないかなと思うんですけれど

も、枠外の者も含めて、先ほどの答弁であれ

ば、今年度の状況を見ながらまた対応すると

いうことですけれども、ということは、今年

度は1,247名分で大体大丈夫だというふうに

県当局としては思っておられるということで

いいんですかね。

○広崎私学文書課長 現在のところ、大丈夫

ではないかなと。現在、私どもが持っており

ます制度で申し込みをされた方、それから、

家計急変以外で雇いどめの方も一応対象に入

れておりますので。ただ、人数が、雇いどめ

の場合は、まだ現時点では学校の方からはと

っておりませんので、これから手続に入ると

ころでございますので、そこらあたりを見き

、 、わめながら もしも制度拡充の必要があれば

また検討いたしたいというところでございま

す。

○大西一史委員 わかりました。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。

○大西一史委員 続けてよかですか。

その次の、これは管財課と私学文書課と両

方にまたがりますが、太陽光パネルの設置工

事経費補助、これは県立大学で出ているとい

うことと、それから、県庁敷地内の太陽光発

電設備の増設ということで出ています。

今回、一般質問のいろいろ質疑を聞いてい

る中で、知事も、これは前からずっとこの太

陽光発電については日本一を目指すというよ

うなことをおっしゃっておられて、非常に力

を入れておられるというのはよくわかったん

ですが、ただ、今回、答弁で、たしか管財課

の県庁敷地内の広場というか、スペースに置

く分に関しては、電力需要を賄うということ

よりも、広報とかあるいは県民に広く知って

もらうための増設というような説明があった

ようにちょっと私は記憶しているんですが、
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ただ、県立大学でもこうやって太陽光パネル

の設置の工事経費が補助されると、これが何

キロワットかというのをまた教えていただき

たいということと、それ以外に、県の施設、

今後整備していく計画、要はその広報用とし

てこの50キロワットというのはわかるんです

が、やっぱり太陽光発電設備というのは、少

しでも電力需要を自然エネルギーで賄ってい

こうという趣旨のもとでのものだろうという

ふうに思いますから、今後日本一を目指すと

いうのであれば、そういう方向性で整備計画

なりなんなりを考えておられなければならぬ

と思うんですが、その辺の今後の見通しをど

ういうふうに考えておられるのかということ

をお尋ねします。

○広崎私学文書課長 県立大学におきまして

太陽光発電設備を取りつけますのは、県大の

施設にございます外国語教育センターでござ

いまして、出力10キロワットの太陽光パネル

を設置予定でございます。

県立大学は、年度計画におきまして、熊本

県が環境立県であるということを考慮に踏ま

えまして、環境に配慮したＵＤを取り入れた

快適かつ安全なキャンパスづくりというのを

計画の中に掲げております。今回のこの太陽

光パネルの設置と申しますのは、そういう教

育面の配慮からも県大の方で必要と判断いた

しまして、私どももその支援を行うものでご

ざいます。

以上でございます。

○田嶋財政課長 太陽光発電の今後の展開の

やり方ということだろうと思いますが、財政

課で今把握している状況を御説明いたしま

す。

今回の予算につきましては、県有施設、県

立大学とか技術短期大学、それとか県立高等

学校、実業系に３校ですね。そのほか、環境

センター等に、いわゆる先ほども話がありま

したように、電力需要を賄うというか、県民

の皆さんにデモンストレーション効果も含め

、 。 、て 今回設置することとしております 特に

教育用の配慮という観点からしております。

そのほか、一般住宅向けの補助制度、それと

事業所向けの補助制度、これをあわせて創設

して太陽光の日本一を目指すということにし

ています。

今後の施設整備の展開につきましては、商

工と環境サイドを中心にプロジェクトチーム

を設置するということになっておりますの

で、その中で今後の方向性については具体的

な議論がなされるものと思っております。

○大西一史委員 今の説明で少しわかってき

たんですけれども、今回の予算では、日本一

を目指すと言いつつも、まずはデモンストレ

ーションでの費用がほとんどであって、これ

でいろいろエネルギーを賄えるあるいは電気

料がこれで安くなるとか何だとかいうことに

すぐ直結するような財政効果ですか、こうい

ったものを生むものではないということはあ

る程度はっきりしている。

教育目的だということもあるというふうに

思いますが、今後日本一というのは、何をも

って日本一を目指すのかというのが、やっぱ

りしっかり明確にしていただきたいというこ

とですね。だから、かけ声だけはいいんです

けれども、デモだけで、宣伝だけで日本一に

なってもしようがないわけであって、本当に

循環型というか、自然エネルギーを使えるよ

うなモデルをつくり上げていかなければ、や

っぱり日本一とは言えない。

今回上がっている予算でも、教育委員会あ

たりで調べてみると、２億8,000万かな。熊

工が25キロワットでしょう。八代工業が50キ

ロワット、小川工業が80キロワット、ちょっ

と差がありますけれども、これはちょうど私

が委員会の別の資料をちょっと見ただけの数

、 、字を拾ってきたんですけれども トータルで
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じゃあ今回の補正で整備される中で、総トー

タルワット数というのはどのくらいなんです

かね。いや、デモンストレーションであって

も、そのぐらいのワット数というのは把握し

とかないかぬのじゃないかなと思うんですよ

ね。県全体で、わからぬですか。

○田嶋財政課長 済みません、ちょっと暗算

が苦手なもので・・・。今回９施設ほど予定

しておりますけれども、それらを合計します

と400程度だと思います。

○大西一史委員 400キロワット程度ね。細

かい計算はまたしていただかないかぬと思い

ますが、こういったことをわざわざ暗算で財

政課長がやらないかぬということ自体が、私

は日本一になるにはちょっとまだまだかなと

いうふうに指摘させていただきたいというふ

うに思います。

やっぱりこういう事業というのは、効果が

どのくらい出せるか、行政でどれだけやれる

かというのは、わからぬ部分がものすごくあ

ると思うんですが、知事が相当力を入れてい

るということを考えれば、トータルの目標が

あって、どのぐらいのワット数を県としては

目指していくのか。そして、それによって、

例えば消費電力量が随分太陽光の方で賄える

ようになったとかいう目標値がはっきりして

いなければ、私は、これはただつけただけで

終わるんじゃないかなというふうな危惧をし

ておりますので、今後これを生かすという意

、 、味においては しっかりそういった目標設定

それから、その目的、趣旨をはっきりターゲ

ットを絞って、そしてプロジェクトチームで

しっかりやっていただきたいというふうに思

います。

以上です。今のは要望でいいです。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。

○馬場成志委員 今回の補正予算につきまし

て、本当に県庁の皆さん方にはものすごい仕

事をしていただいたなということで、県民の

一人として、高く評価をさせていただきたい

というふうに思います。

本当に短期間の中で、この補正予算の状況

があって、そして今800億の補正予算を組ん

でいただいたというようなことでありますけ

れども、これは私も全国――まあすべての都

道府県が６月議会があっているということで

はありませんけれども、ホームページあたり

で同程度の人口のところ、190万とか200万と

か、そういう人口規模のところを調べさせて

いただきましたけれども、どこも大体200億

あるいは――１県だけが300億というような

予算だったかと思いますけれども、そこと比

較するならば、これはもう３倍あるいは４倍

というような予算を組んでいただいていると

いうことであります。

本当に、言うなら、考えるより先に走らな

んような状態の中で、考えながら走っていた

、 、だいて これだけ積み上げていただいたのは

皆さん方の御苦労があったというふうに思い

ますし、また、あわせて与党の国会議員の皆

さん方がどれだけ頑張っていただいたかとい

うことを、改めて感謝を申し上げさせていた

だきたいというふうに思います。

その中でも、短期間でありましたので、も

っとこれから希望に向かって積み上げたいと

いうような予算もこれから出てくるかという

ふうに思います。今後、国政の状況がどうな

るかわかりませんけれども、そういったこと

をしっかりと皆さん方の中で腹に据えておい

ていただいて、またとっさのときには動ける

ように、しっかり準備をしておいていただき

たいなというふうに思います。

最近、補正予算についても、地方段階では

あんまり話は出ませんけれども、国政の段階

では、やっぱりこの金融危機とか経済危機と
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か言いながらも、やっぱり大型補正予算につ

いてはいろんな批判もあります。しかし、も

う15年も20年も前でしたら、予算をどう消化

するかというような状況の中で仕事を見つけ

とったような時代もあったかというふうに思

いますけれども、ここ10年、15年は、やらな

きゃいかぬけれどもやれないという事業がこ

れまでたくさんあったというふうに思いま

す。ですから、地方において、本当にむだな

とか指摘されるような事業というのは、極め

て少ないだろうというふうに思っています。

しかし、これから大きな予算を執行してい

く上で、そういった指摘ができるだけないよ

うに、運用についても、そして、これから―

―何しろ経済対策でありますから、一日も早

く執行できるように、皆さん方の方でまた御

努力をいただきたいというふうにお願いをさ

せていただきたいと思います。

それから、さっき私学の話が出ていました

けれども、私学のことに関しては、これは景

気対策の中でも耐震の問題とか、今、不景気

に対する対応として授業料減免とかいう話が

出ていました。

お願いしたいのは、景気対策でできない部

分だろうというふうに思いますけれども、や

っぱり授業料格差の中で、授業料だけでも2.

2倍というような状況がある。これは単年度

あるいは２～３年限定でやれることではない

わけですけれども、それ以外に、公立高校で

あれば、もちろん県が施設に対しても県費で

やっていくというような、公の費用でやって

いくというようなところも、私学の場合は、

保護者であるとか、そういったところがずっ

と賄っておるというような状況です。

常に話が出るのは、私学というのはまた別

なんだというような話も出ますけれども、熊

本県内において私学の役割というのは、完全

に県立学校の足りない部分を補足しておると

いうような性質が強いわけであります。公立

にやりたくないから私学にやるというよう

な、東京あたりの話とは全く違うわけであり

ますので、その辺につきましては、今後もま

た財政の方もしっかりと取り組んでいただき

ますようにお願いをしたいと思います。

いずれにしましても、最初に話しましたよ

うに、今回の補正予算を組んでいただいたこ

とに皆さん方に感謝を申し上げて、そして、

今後また執行するには大変な御苦労があると

思いますけれども、健康も大事にしながらし

っかり頑張っていただきたいと思います。

○鬼海洋一委員 今、馬場県議の方からお話

が出ましたので、関連する質問をしたいと思

います。

かつて、私たちは、10数年前、福島知事の

時代に、大型補正を事業を拡大しながら、つ

まり地域経済の活性化のために取り組んでき

たというふうに思います。今回も、国は、財

政刺激策をとって今の経済を乗り切ろう、つ

まり経済の活性化に財政を投下することによ

って波及効果を期待しながら事業を展開しよ

う、こういう基本的な姿勢で今回の予算が計

上されたというふうに思っているんですが、

その意味で過去の苦い経験はしないというこ

とから、先ほど田嶋財政課長お話しのとおり

に、財政再建戦略との整合性を求めていくと

いうことで御説明をいただきました。

そこで、今回、当初国ももちろん目的とい

たしておりますこの財政刺激策というのが、

約800億の熊本県としての財政投下をされる

わけでありますが、この財政を投下したこと

によって、どれくらい本来の目的であります

地域経済、県経済の影響といいますか、その

効果が見込まれているのか。

これは、走りながらあるいは金が先に来て

後は事業をつけるという、大変厳しい事務作

業の中のことでもありますから、十分把握さ

れているかどうかは非常に問題だというふう

に思いますけれども、基本はやっぱりそこで

すから、そういう意味で、今回のこの財政刺
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激策というのが、どれほど県経済に影響をし

ていくのかということに対する試算と見通し

についてお答えいただきたいと思います。

○田嶋財政課長 本会議でも、知事から答弁

したと思いますけれども、今回の800億が県

経済に具体的にどのような、例えば県内総生

産の上昇とか有効求人倍率の改善につながる

かというのは試算はできておりません。総論

としましては、国がＧＤＰの２％を押し上げ

るという全体的な取り組みがありますので、

それを地方としても、国と一体となってその

一翼を担うということだろうと思います、

ただ、それぞれ具体的な個々の事業につき

、 、ましては 例えば農業関係の施策については

具体的に農家の方に受益が及ぶように、今の

ところ試算では１万3,000名ほどとなってお

りますが、そのような形で今回の補正予算の

成果を県民の方に直接つなげられるような観

点から予算も編成作業をいたしましたし、そ

のようなものになるということで考えており

ます。

○鬼海洋一委員 にわかな話ですから、今回

の補正予算そのもの、あるいは緊急経済対策

そのものの流れというのが、日程も迫った中

でこういうぐあいに実現していかないかぬと

いう、大変厳しい状況で来たということはよ

くわかるわけですが、やっぱり行政はある意

味では科学だというふうに思います。

だから、その辺の試算を明確にしながら、

国民の税を使って刺激策をとるということに

なれば、その見返り、つまり経済効果がどう

いうぐあいに発揮されるかということを、あ

る意味ではどこかで明らかにすべきではない

か、それが行政の本来の姿勢ではないかとい

うふうに思っておりますので、今課長の方か

ら現段階では試算されていないというお話で

ありましたが、これはどこかで積み上げてぴ

しっと出すべきではないかというふうに思っ

ておりますから、改めてその点の取り組みを

要請しておきたいと思います。

○馬場成志委員 今、鬼海先生の方から御指

摘がありましたけれども、その辺については

いずれかの時期に出てくるんだろうというふ

うに思いますが、私たちが本当にしっかりと

腹に持っとかなきゃいかぬのは、プラス効果

がどれだけあるんだといっても、実際、それ

が見えないというような状況が出てくるかと

思います。それは、もともとのマイナスの要

因というのがどれだけあるかということが読

めないということが前提にあるわけですか

ら、必死でこれだけのものを積み上げていた

だいたんだろうと思います。

ですから、その辺につきましては、また数

字の出し方も、誤解のないような出し方をし

ていただかないと、効果は出とらんじゃない

かというようなことになっては、また皆さん

方への信頼の部分で出てくると思いますの

で、何しろ必死で仕事をしていただくという

ことで、私の方から重ねてお願いしておきた

いというふうに思います。

○内野幸喜委員 私の地元の方が、何で県の

財政は厳しいんだと。これは、県からの説明

の中にもあるんですけれども、私がいつも説

明しているのは３つだと。１つは、社会保障

費の増加、それから三位一体改革の影響、そ

してもう１つが、過去に国の景気対策に積極

、 。的に呼応した結果と これはよく言われます

先ほど松山総務部長の説明の中で、今回は

一般財源を使うこともない、県債残高もふえ

ない、よって県の財政再建戦略に沿っている

と、そういう話がありました。先ほど私が一

番最初に言ったようなことを、県民の方は皆

さん思っていらっしゃいます。

今回の補正予算については、そういったこ

とは該当しないということであれば 「県か、

らのたより」等、そういったもので今回の補
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正予算については県民の方に知っていただく

という形になると思うんですけれども、その

辺のことについても、ちゃんと今回は明記し

ていただきたいなと思います。じゃないと、

また過去のように、今回国の景気対策に沿っ

て積極的にやったと、じゃあまた県の財政は

厳しくなるんじゃないかと、そう思われる方

もいらっしゃるかもしれないので、その点は

ちゃんと明記していただきたいなと思いま

す。これは要望です。

○大西一史委員 今、いろいろと補正予算全

般についての効果であるとかということの議

論がそれぞれなされているんですけれども、

なかなかきょう今回提案しているこれを見ま

しても、すぐそれが雇用とか景気に直結する

かどうか、それはわからぬものが結構あると

思いますけれども、ただ、問題は、やはり職

員の皆さんの、要は事業を執行する際の意識

ですよね。

だから、今、鬼海先生あるいは馬場先生、

内野先生からもそれぞれ話がありましたけれ

ども、効果は今から明らかにしていくと。た

だ、これは、何がどううまく景気や刺激策、

あるいは雇用対策につながるかわからぬ部分

もあると思いますが、少なくともこのかけら

れた予算に関して、全職員が、事業をやって

いく段階でしっかり意識をするということは

私は重要じゃないかなと思うんですよね。

だから、その点について、しっかり目くば

せをしていただいて、そして、やはり費用対

効果という言い方ですべてが片づけられると

は私は思わないんですけれども、目に見えな

い効果というのは、私は、やっぱり結構数字

だけでは表せないものも今回の補正予算とい

うのはかなりあるんだろうというふうに思っ

て、ある意味ではこの短い期間の中で、さっ

き馬場先生もおっしゃったけれども、財政当

局も含めて、よくまとめられたんだなという

ふうに思いますが、とはいえ、かなり短い期

間の中で800億以上の補正予算を組んだとい

うことでありますから、逆に言えば、使うと

きにどれだけ意識するかということが私は最

も重要になろうかというふうに思いますの

で、その点についてはしっかり注意をしてい

ただくように、各課において徹底していただ

くように、これは要望をしておきます。

続けて、上程されておるこの予算について

何点かお尋ねしますが、14ページの文化企画

課の博物館活動拠点整備事業、松橋収蔵庫の

体験・展示スペースの改修というのが入って

います。

これについて、展示スペースの活用という

のはどのくらいされているんですか。あと、

どのくらい人が例えば張りついているとか、

ちょっとその辺がよく――私は行ったことが

ないので、鬼海先生の地元だからあれかもし

れないんですけれども、わからぬものですか

ら教えてください。

○山野文化企画課長 文化企画課でございま

す。

松橋収蔵庫におきましては、現在、企画展

を年間に３回ないし４回行っております。た

だ、先ほど申し上げましたように、以前の運

転免許試験場の待合室がそのまま、いわゆる

企画展展示室になっておりますので、具体的

な設備が何もないような状況でございます。

そういう中で、単にだだっ広い中に机なりを

置いて、そこで展示をするというふうな状況

でございます。

それから、利用者数でございますが、これ

は収蔵庫内だけの利用者数はちょっと把握し

ておりませんけれども、収蔵庫の中、それか

ら、収蔵庫を出ていろんな場所でフィールド

ミュージアムという名前でいろんな企画展な

り体験実習といいますか、そういったものを

やっておりますけれども、徐々にふえており

まして、昨年は、延べでおよそ3,000名の県

民の方が御参加なさっておられます。
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以上でございます。

○大西一史委員 今答弁があって、利活用と

いう面では、まあ3,000名がフィールドミュ

ージアム側の利用があったとはいえ、非常に

厳しいものがあるのかなというふうに私は思

っています。

それで、この博物館構想については、ずっ

と凍結されていますよね。ところが、収蔵物

、 、はずっと保管をしていくということで 私は

その収蔵物あるいは寄贈されたものとかたく

さんあるでしょうから、それは大事にせない

かぬと思うんですが、やはりそこにかなりの

お金がかかる。文化関係にはやっぱりお金が

かかるわけですから、これを、例えばもっと

活用する方法というのは、例えばほかの博物

館あたりとのリンク、そういったことはでき

ぬのですかね。もったいないと思うんですよ

ね。

○山野文化企画課長 現実に、今既にほかの

県内の博物館等とは連携を保っておりまし

て、例えば御所浦の白亜紀の化石博物館です

とか、あるいは八代の未来の森ミュージアム

ですとか、ちょうど今開催しておりますけれ

ども、合志町のヴィーブルにおきまして、化

石関係の展示を移動展示という形で、松橋収

蔵庫が持っております資料を、まあ出前とい

いますか、移動展示という形で現在も行って

おります。

○大西一史委員 わかりました。

それだけに限らず、県外のものとかも含め

ていろんな展示、例えば九州国立博物館あた

りとどうリンクするのかよくわかりません

が、せっかく収蔵しているものをただ置いて

おくだけじゃなくて、やはり利活用していく

という方向性をしっかり考えないかぬという

ふうに思います。

それと、済みません、せっかくですので続

けて14ページの下の交通対策総室に、交通整

備促進費のノンステップバス車両の購入に伴

うその事業者に対する助成というんですけれ

ども、これはどのくらい車両に助成できるん

ですか。事業者とか、詳細をちょっと教えて

ください。

○髙田交通対策総室長 今回の交通整備促進

費の事業でいきますと、台数にしますと４台

分でございます。

事業者につきましては、今のところ、九州

産交から申し出が上がっているところではご

ざいます。

○大西一史委員 じゃあ、これは申し出があ

るところにある程度出すということですか。

○髙田交通対策総室長 私どもの方で、県内

の路線バス事業者に対しまして、車両の購入

の意向の調査というのをさせていただきまし

た。その結果ということでございます。

○大西一史委員 わかりました。

２月補正でも、これは2,300万ついていま

すよね。それは３台ぐらいですか、何台ぐら

いですか。

○髙田交通対策総室長 ３台分ということで

ございます。

○大西一史委員 ということは、トータル、

２月補正の分と合わせれば７台ぐらいはふえ

るということですか。

○髙田交通対策総室長 おっしゃるとおりで

ございます。

○大西一史委員 ノンステップバスというの

は、非常にニーズが高い部分があります。こ

れによってバス会社あたりも、非常に利用者



- 16 -

の利便性も高まるし、ある意味では収益の向

上につながる部分もあるんじゃないかなとい

うふうに思いますので、これは国費でやって

補助する部分でしょうから、なかなか県でこ

れからというあれもあるんでしょうけれど

も、やっぱりニーズが、まだまだあるんだろ

うと思いますので、その辺についてもしっか

り対策をしていただきたいと思います。

それと、済みません、委員長、この議案に

対してはこれで終わりますけれども、その下

の空港整備促進費で、直轄事業負担金になっ

ていますよね。2,800万ですか。これは問題

ないですかね。問題ないという言い方をして

いいのかどうかわからぬけれども。内訳的に

は、特に職員の何か人件費――人件費はあれ

にしても、何か問題になっているような使途

とかあるかどうか。

○髙田交通対策総室長 この事業につきまし

ては、改良の工事費ということでございます

ので、私どもとして、これでさせていただき

たいと思います。

○大西一史委員 わかりました。

その辺の負担金を負担するときに、我々も

やっぱりしっかりチェックしとかんと後から

言われるものですから、それはじゃあ全く問

題がないというふうに認識をさせていただい

ておきますので、結構です。

以上です。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。

○田代国広副委員長 ２、３お尋ねしたいと

思います。

１つは、歳入で繰入金が39億余りあるわけ

ですが、繰入金の場合は、基金から取り崩し

て歳入に繰り入れるというのが一般的と思う

んですけれども、今回の予算では、そういっ

た基金取り崩し的な措置もなされておりませ

んが、この39億の出どころといいますか、ど

ういった形で39億という金が繰り入れられて

いるのかというのが１つと、もう一つは、先

ほど大西先生の質疑と関連しますが、いわゆ

る太陽光発電問題ですけれども、日本一を目

指すとするならば、やっぱり費用対効果です

ね。

県が、今回１億ですか、50キロワットをす

る場合、それに対しての費用対効果の積算、

日本一を目指す場合、公共施設での日本一な

ら簡単にできると思います。しかし、それは

真の日本一にはならないわけですから、本当

の日本一ならば、県民の多くの方々が太陽光

発電を活用していただく、それが真の日本一

になると思うんです。そうなる場合に、やは

り何といっても費用対効果が一番大事だと思

います。

ですから、例えば家庭の方々でも、設置し

て、それがやっぱり費用対効果が十分とれる

と、プラスマイナスでプラスになれるんだと

いう確信といいますか、それがないとなかな

か設置しないと思うんですよ。今の時代に、

環境問題に配慮して、高い次元で太陽光発電

を設置するという人はまれだと思うんです。

一般的に、やっぱり限られるのは、太陽光発

電をつけることによって電気料が安くなると

か、何年で元が取れるとか、そういった積算

をして、それを広く県民の方々に広報し、そ

して理解してもらって初めて太陽光発電日本

一が私はできると思うので、その辺の考え方

についてのお尋ねが１つと、もう一点は、第

２号補正で145億ですか、ほとんどが基金で

すね。特に、福祉関係の基金に積み立てられ

ております。これは、もともとそういった基

金を目的とした当初の第２号の145億だった

のかどうか、何か理由があるのか。

以上、３点についてお尋ねしたいと思いま

す。
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○田嶋財政課長 まず、５ページの繰入金の

話だと思いますが、先ほど御説明しましたと

おり、今回、上段の国庫支出金587億の財源

がございますが、これを活用しまして５つの

基金の創設と追加をしております。その額が

、 。165億ほどの基金の創設 追加でございます

それを取り崩して、事業を行うために基金か

らの――積み立てて、その分を即流用すると

いうか、その基金を活用して事業を行うため

に繰入金として事業を構成したということで

ございます。

○田代国広副委員長 ちょっとわかりにくか

ったんですけれども、あの基金からこっちに

繰り入れとるわけですか。

○田嶋財政課長 冒頭提案分は、緊急雇用創

出基金とか介護職員の処遇改善と、まず３つ

の基金を創設いたしました。それと、２つの

今まであった基金に積み増しをしておりま

す。その額が全体で165億です。その基金を

積み立てたものを事業を組む場合の財源とし

て繰り出して、そして一般会計の事業として

組んだということでございます。

○田代国広副委員長 繰入金というのは、例

えば基金から繰り入れるというのは一般的で

すね。ですから、どこかの基金から――今10

0何十億か知らぬけれども、そのうちの一部

の30億をこっちに繰り入れたということです

か。

○田嶋財政課長 おっしゃるとおり、165億

の基金を創設、造成して、それを活用して事

業を組んだと、その財源として繰入金を使っ

たということです。

○田代国広副委員長 一般的に、財政調整基

金が普通多いんですけれども、その場合は貯

金になるわけですからね。今回、繰入金とい

うのは、やっぱりどこからか持ってきとるわ

けですから、その持ってきたところがこれに

はなかなか見当たらぬものですから、どこか

ら来た金かなとやっぱり思うわけですよ。

、 、我々が今までやってきたのは 一般的には

やっぱりその繰入金というのは、いわゆる財

政調整基金なら財政調整基金が歳出の中で、

今回の場合は30何億を一般会計の基金に繰り

入れたという形で予算措置されるわけですけ

れども、今回の繰入金は、どこからこの金は

来たのかなと思ってちょっとお尋ねしておる

わけです。

○田嶋財政課長 基金を造成するための原資

は、国の補助金とか交付金です。ですから、

165億国から来まして、その分活用してまず

基金、いわゆる貯金をつくります。その165

億のうち、大体これは３年分ですので、簡単

に言いますと。その分の初年度分として30億

ぐらいを繰り入れて、そして一般会計の事業

として構成したということです。

○田代国広副委員長 わかりやすく言うと、

例えば600何十億の予算補正の中で、とりあ

えずそのうちの30億をこっちに繰り入れたと

理解していいわけですかね。

。 、○田嶋財政課長 そうですね 650億のうち

150億は貯金の積み増しと、30億はそれを使

った事業があるということですね。

○田代国広副委員長 わかりました。

じゃあ、次の太陽光。

○田嶋財政課長 お答えになるかわかりませ

んけれども、例えば今回の一般家庭向けの補

助制度ですが、そもそも大体国の制度としま

しては、１キロワットあたり７万円だったと

思いますが、それを助成することで、14年ぐ

らいで大体償却できるものを10年に短める
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と。10年で設備投資したものを回収できると

いうような制度設計がされております。

今回、それにプラスしまして県が助成いた

します。ですから、さらにその償却期間が10

年よりも下回ってくると。うまくいけば８年

とか、そういうことで設備整備を、そして売

電することによって収入をするということ

、 。 、が いわゆるペイできる形になります 今回

国の方で家庭用の買電を倍にするというよう

な法律案も今審議されておりますので、それ

が通ればさらに有利になろうと思います。

○田代国広副委員長 熊本県の場合は、温暖

な地域ですから、太陽光発電は十分将来にわ

たって活用の可能性があると思うんですよ

ね。ですから、今申し上げたように、10年で

すか、少なくとも10年以内ぐらいで元が取れ

、 、るというか 投資した分が回収できるならば

より多くの方々がこの太陽光発電を活用され

ると思うんですよ。

特に、環境面からも非常に大事な問題です

。 、から ましてや日本一を目指すとするならば

やっぱりそういった試算というものをしっか

りとして、そして広く県民の方々に理解を求

めて御協力をいただくというふうに、今後努

めていただきたいと思います。

○森浩二委員長 あと145億の件だったでし

ょう。これも財政課かな。

○田代国広副委員長 145億の第２号は、ほ

とんど福祉関係の基金じゃないですか。あれ

は、当初がそういった予定だったのか、緊急

だったのであえてそうしたのか。

○田嶋財政課長 今回追加提案しております

145億の予算でございます。これにつきまし

ては、基本的に基金を積み増してそれを使う

と。同じようなシステムでございます。

なぜ追加提案申し上げましたかと申します

と、基本的には当初提案を目指して作業をし

ておりましたが、なかなか国の説明会がおく

れて、いまだ県全体で14ぐらいの基金創設が

見込まれております。その中で、間に合った

ものは当初提案いたしました。その後、国の

説明会が行われて、具体的な事業概要がわか

ってきて、それでどうしても急いでやるべき

だというものを今回追加提案したものです。

よろしいでしょうか。

○田代国広副委員長 数も多いし、金額も多

い基金がたくさん創設されております。した

がって、今回の補正予算は、御承知のように

景気対策であるわけですから、今後その基金

を有効に活用しながら、少しずつでもいいで

すから、景気対策に寄与するような形での基

金の活用をぜひお願いしておきたいというふ

うに思います。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。

それなら、私の方から１つ、この「あそら

くん」の件ですけれども、これはどういう事

業をするとですか。どういうふうに活用して

いくとですかね。

○髙田交通対策総室長 この愛されキャラク

ター「あそらくん」につきましては、まず、

今回説明をさせていただいておりますが、こ

れをモチーフとして県産品を製造して、空港

で販売を予定する地場の企業に対する取り組

みを支援するだとか、あるいはこれを空港で

の土産用の紙袋などを製作して空港内の売店

のイメージの統一を図るとか、あるいは就航

先の路線で機内で活用して――県産品をパッ

クするんですが、そこにキャラクターなんか

をつくって、その販売促進というのを図って

いきたいと思います。

また、このキャラクターそのものにつきま

して、来月、静岡線の就航だとか、あるいは
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そのほかの阿蘇くまもと空港を発着する路線

において、このキャラクターというのを登場

させることで県内外の方に、この阿蘇くまも

と空港の魅力というのを深めていく、そうし

たことの中でこのキャラクターというのを活

用させていきたいというふうに考えておると

ころでございます。

○森浩二委員長 じゃあ、これは空港だけに

利用するということですか。

○髙田交通対策総室長 はい、阿蘇くまもと

空港ということで使っていきたいと考えてい

ます。

○森浩二委員長 わかりました。

○内野幸喜委員 これは、空港内の売店とか

で販売する商品のパッケージとか、そういっ

たものにも使用していいということなんです

か。

○髙田交通対策総室長 そのような形でやっ

ていくということです。

○内野幸喜委員 そうした場合、その使用料

とかというのは、これはどこに属するのか。

版権と言うんですか、何と言うんですかわか

らないですけれども。

○髙田交通対策総室長 そこは阿蘇くまもと

ＰＲ推進協議会がこれはもともと募集してや

ったんですけれども、そこは無料という形で

協力を得て、それで我々なりあるいは関係す

る方々、みんなこれを使ってもらうという形

で広めていきたいというふうに考えていると

ころでございます。

○内野幸喜委員 今、無料という話がありま

したけれども、空港内だけじゃなくて、いろ

んなところで、極端なことを言えば、あんま

りいいイメージがない商品とかにも使われた

りとかということはないですかね。

○髙田交通対策総室長 そこは利用というこ

とで、我々としては、イメージがいいという

か、空港の魅力を高めるような形で使ってい

くようにしていきたいというふうに思ってい

ます。そこは、どう具体的にやっていくかと

いうところは、ちょっと今後考えていかない

といけませんけれども、イメージアップにつ

ながるような形の利用というふうに進めてい

きたいと考えております。

○内野幸喜委員 私は、そこはちゃんと取り

決めした方がいいんじゃないかなと思うんで

すね。勝手に、例えばコピーしていろんな商

品に張る業者も出てくるかもしれないです

ね。

○髙田交通対策総室長 そこは今後協議会な

どと詰めさせていただきたいというふうに思

っております。

○大西一史委員 今後詰めるというんじゃな

くて、キャラクターを発表する段階で既にそ

ういうのは詰まっとらんとやっぱりだめだと

思いますよ。今、内野先生がおっしゃったと

おり。普通は、例えばこの羽の部分が何ミリ

とか、印刷屋さんでは結構細かく決めるんで

すよね。それに外れたような利用あるいは色

が違うとか、そういったものに関しては制限

をするとか、使用をする場合には協議会なり

なんなりに申請をしなければならないとか、

そういうルールはびしっとして普通はやるべ

きものだと思いますけれどもね。そういうの

は全然決めてないでこれは出したの。

○髙田交通対策総室長 実際のところのこの

キャラクターの管理ということにつきまして
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は、熊本空港ビルディングの方で管理を受け

てしっかりやっていくということでもござい

ます。そこは、我々としましても、違った形

で使われたりとか、そういったことがないよ

うにいろいろ努めていきたいというふうに考

えているところでございます。

○大西一史委員 まず、どのくらい使われる

かというのもちょっと未知数なところも正直

言ってあるから、そんな心配をする必要はな

いということなのかもしれぬですけれども、

やっぱりそういうことは、一つ一つキャラク

ターとかそういう――県の名刺には、平仮名

のくまもとというのは、あの阿蘇山のあれが

書いてあるやつとか、あれもたしか名刺に使

おうとしたら、何かだめと言われたというよ

うな苦情をちょっと聞いたことがあるんで

。 。 、す 確認はしていませんけれどもね だから

そういうことをやっぱりきちっと押さえてい

って、そして、なおかつ広く愛されるキャラ

クターになるようにお願いしたいというふう

に思います。

以上です。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。――なければ、これで議案等に対する質

疑を終了します。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第４号、第14号、第15号につい

て一括して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○森浩二委員長 御異議なしと認め、一括し

て採決いたします。

議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

、 、○森浩二委員長 御異議なしと認め よって

議案第１号外３件は、原案のとおり可決また

は承認することに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項については、これま

で国際交流に関する件を継続審査事件として

いましたが、県の組織の改編により、事務を

所管する所属が商工観光労働部に移ったこと

に伴い、総務常任委員会の所管は議事次第に

記載のとおりであります。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○森浩二委員長 それでは、そのように取り

計らいます。

次に、その他に入ります。

執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。

まず、執行部の報告を求めた後、質疑を受

けたいと思います。

それでは、関係課長から報告をお願いしま

す。

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。お手元、総務常任委員会報告資料、私学

文書課分をごらんください。

私立学校における新型インフルエンザの発

症事例について御報告を申し上げます。

熊本市の信愛女学院生及びその関係者か

ら、今週、新型インフルエンザ患者の発生が

確認されましたので、その状況について報告

をいたします。

まず、発生患者数は４例でございます。囲

み枠の中に４例を掲げておりますが、１番か

ら３番の生徒さんは、既に平熱に戻っておら

れることをあらかじめ御報告申し上げます。

まず、１例目は、熊本市在住、信愛女学院

高校生、平成21年６月22日に確認をいたしま

した。自宅療養中でございます。２番目、同

じく熊本市在住、同学院中学生、６月23日確
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認いたしました。自宅療養中でございます。

③同学院へ交換留学生として参っておられる

オーストラリア人女子高生が、６月23日に発

症が確認されました。現在、同学院所有のセ

ミナーハウスで療養中でございます。それか

ら、４番目は、６月24日、昨日確認分でござ

います。嘉島町在住の小学校女子児童、交換

留学生を受け入れましたホストファミリーの

家族ということで、症状は軽く、自宅療養中

ということでございます。

２番目、県がとった措置、私立学校関係で

ございますが、１例目の患者が確認されまし

た後に、速やかに県の新型インフルエンザ対

策本部事務局会議が開催されましたので、そ

こに出席いたしまして、同本部で定められま

した基本方針に基づきまして、学校法人信愛

女学院に対しまして、６月23日から27日まで

臨時休業を行うよう要請することを決定し、

同日付で要請文を発出いたしました。

今後の対応方針といたしましては、感染症

対策の県担当課であります健康危機管理課、

それから県教育委員会及び熊本市の感染症対

策課等と連携をとりながら、感染拡大防止の

ために必要な助言、指導を実施してまいりま

す。

以上でございます。

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。

市町村合併の推進について御説明をさせて

いただきます。別添の委員会報告資料、市町

村合併の推進についてという報告資料の１ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

この３月議会以降の主な動きにつきまして

アンダーラインを引いておりますが、真ん中

近くですが、さらにはという始まりの部分で

すけれども、平成20年10月以降、熊本市と益

城町、城南町、植木町との間で順次法定協議

会が設置されましたことから、この３月の中

旬に、本県の第２次推進構想に熊本市とそれ

ら各町の組み合わせを追加し、改訂を行いま

した。

次のアンダーライン部分ですけれども、こ

のうち熊本市と益城町につきましては、御存

じのとおり、益城町の住民投票の結果を受け

まして、合併協議を中止する方向で調整が進

。 、 、められております しかし あとの２町とは

新市基本計画の策定等、すべての協議が先月

５月末に終了いたしまして、今度の日曜日で

すけれども、６月28日には、城南町、植木町

で合併の賛否を問う住民投票が実施されま

す。

３ページをお開きいただきたいと思いま

す。

ローマ数字のⅡというところですけれど

も、各地域での合併に向けた動きを少し報告

しておきます。

まず、熊本市についてでございますけれど

も、城南町、植木町とは７回ずつ合併協議会

を開催いたしまして、先ほど申しましたよう

に、５月末ですべての協議を終了いたしてお

ります。

この合併協議会では、城南町、植木町の合

併後のまちづくりについてまとめた新市基本

計画がそれぞれ策定されております。去る６

月12日には、熊本市議会で、熊本市と城南町

並びに植木町に係る新市基本計画の実現に関

する決議が採択されました。また、６月15日

には、熊本市長、城南町長、植木町長が県庁

を訪れまして、知事に新市基本計画を提出さ

れました。

知事も、この中で、この計画については実

施可能な計画であり、県も新市における計画

の実施を精いっぱい支援していくと発言され

たところでございます。

次に、城南町についてでございますが、５

ページの中ほどよりやや上、21年４月27日と

いうところですけれども、城南町長がリコー

ルの取り消しを求める訴えを熊本地裁に提訴

し、審理が進められておりましたけれども、
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この４月27日に判決が言い渡されまして、リ

コール署名のうち1,116名分の取り消しが認

められました。

これにより、リコールに必要な有権者の３

分の１の署名に達しないことになったわけで

すけれども、５月７日に町選管は上告しない

ということを表明しまして、町長リコールは

不成立となりました。

５月15日に、住民投票は６月28日に実施す

ることが決定されまして、これに向けて町で

は、町内31カ所で合併に関する住民説明会を

実施しております。なお、23日に住民投票の

告示がなされたところでございます。

続いて、植木町でございますけれども、６

ページの真ん中から少し上の方ですけれど

も、５月22日に住民から合併の是非を問う住

民投票の実施を求める請願が町の議会に提出

されました。そして、５月27日には、臨時議

会において住民投票条例案が提案されまし

て、賛成10、反対９で可決をされました。こ

れを受けて、植木町においても、６月28日に

住民投票が実施されることになっておりま

す。

植木町におきましても、住民投票に向けて

合併に関する住民説明会が開催され、６月19

日には植木町と熊本市の合同でのセミナーが

開催されました。このときは知事も来賓とし

てあいさつをしたところでございます。

最後に、益城町ですけれども、７ページに

記載しておりますとおり、初めに御報告しま

したが、４月の住民投票の結果を受けて、合

併協議会廃止議案などが議会で可決されてお

ります。

なお、熊本市におきましては、６月議会に

合併協議会の廃止議案が提案される予定でご

ざいます。

御報告は以上でございます。

○古里川辺川ダム総合対策課長 お手元の川

辺川ダムに関する最近の状況についてをごら

んいただきたいと思います。

まず、ダムによらない治水を検討する場に

ついてでございますが、ことしの３月に開催

されました第２回会議でございますが、(1)

の①の(イ)でございますが、県から、ダムに

よらない治水対策としまして、５つのメニュ

ーを提案しております。

５つのメニューは、河床掘削となっており

ますが、これは河道掘削でございます。済み

ません、訂正をお願いしたいと思います。次

に、堤防かさ上げ、引き堤、市房ダムの再開

発、遊水地の５つでございます。

これらを組み合わせまして、どの程度の治

水効果があるかを、球磨川に関しますさまざ

まなデータをお持ちでございます国に対し

て、計算していただくことを提案したところ

でございます。

次に、②の(イ)のところでございます。

５つのメニューに関しまして、国が実際に

計算を行っていただく場合に関しまして、必

要な検討条件、これに関しまして、まず関係

市町村に確認をいたしました。その後、これ

らを踏まえまして国と県で整理した結果を説

明し、検討の場において了承をいただいたと

ころでございます。

申しわけありませんが、具体的な検討条件

については、次のページの別紙１、Ａ４の横

の資料に記載しているとおりでございます。

表の中ほどでございますが、大きく河道対

策と洪水調節施設に分けております。対策の

メニューの欄と、その横の検討条件の欄をご

らんいただきたいと思います。

例えば、河道掘削につきましては、平水位

以上の掘削、通常流れております水位、それ

以上の部分の掘削について提案しているとこ

ろでございます。

また、一番下でございますが、市房ダムの

再開発でございますが、市房ダムの堤防の高

さが現在285メーターでございます。これま

で洪水時に283メーターまでためていたわけ
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でございますが、これを１メーター上げて28

4メーターまで上げる方法、さらに、利水の

容量でございますこの一部につきまして、治

水のために活用することができないのか、す

なわち治水容量を拡充する方法などを提案し

ているところでございます。

前ページをお願いしたいと思います。

当日、流域の市町村からさまざまな御意見

をいただきました。その概要は表のとおりで

ございます。

次のページをお願いしたいと思います。

(ウ)でございますが、県が管理しておりま

す市房ダムの再開発につきまして、昭和40年

の豪雨につきまして、先行して計算していた

だくように国にお願いしたところでございま

す。その結果、上流、中流域で30センチから

、 、40センチ それから下流の八代市で10センチ

洪水の水位を低下させる効果があるというよ

うなシミュレーション結果が示されたところ

でございます。

今後、第４回会議につきましては、(2)の

とおりでございますが、国によりますと、県

から提案されましたメニューの効果や影響に

つきまして、国の作業状況にもよると思いま

すが、早ければ来月中にも開催するとの御説

明があっております。

次に、五木の振興でございます。

(1)でございますが、本年４月から、新た

に１名の職員を派遣しているところでござい

ます。現在、４名の県職員が常駐しておるよ

うな状況でございます。

さらに(2)でございますが、本年３月に作

成しました計画素案につきまして、村民の皆

さんに村とともに御説明をしたところでござ

います。主な意見は四角の表のとおりでござ

います。

最後になりますが、今後とも、これまでい

ただいた御意見等を踏まえまして、さらに村

と一体となりまして、秋ごろまでに計画策定

に取り組んでいく所存でございます。よろし

くお願いいたします。

以上でございます。

○森浩二委員長 以上で執行部の報告は終了

しましたので、報告事項について質疑を受け

たいと思います。質疑はありませんか。

○鬼海洋一委員 合併問題に対する報告をい

ただきました。特に、政令指定都市をめぐる

植木町と城南町の合併については、今、これ

までの経緯については日程を追って報告があ

ったとおりだろうというふうに思います。

そこで、私は、もう既に選挙区を離れまし

たが、城南町、かつてこの方々にお世話にな

った立場の人間として、非常に今心配をいた

しております。

現状を少し報告をしておきますと、このと

おりですが、今も極めて厳しい町民の対立、

非常に憂慮をしているところです。特に、前

回、このリコールの問題等について、報告の

とおりに、裁判ざたまで起きるみたいな形に

なったわけですけれども、それに署名をした

人たちが人事で報復をされたり、あるいは幼

稚園に勤めていた臨時職の人が次に採用され

なくなったりとかという話も聞くわけであり

ますけれども、今通ってみられるとおわかり

のとおりに、賛成、反対でのぼり旗を立てて

雨の中を手を振りながら双方の運動合戦が行

われているというような状況でありますか

ら、いずれにいたしましても、どういう結論

が出ようとも大変な状況になるんじゃないか

というふうに思っておりますから、その意味

、 、 、で ぜひ今後 その結論いかんにかかわらず

、 、町民の融和を図るという意味で 県としても

ぜひ積極的な、そういう意味での関与をいた

だきたいということをまずお願いしておきた

いというふうに思っております。

今、積極的推進の立場で知事も何回もお入

りいただいておりますし、その意味では、結

果次第では町民の思いというのが、県に対し
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ても鋭い立場の行動が起きる可能性も必ずし

もないというふうに言えないと思いますか

ら、その点をぜひお願いしたいというふうに

思っております。それが１つです。

それからもう一つは、今報告を読ませてい

ただきまして、これまで第１次があって、そ

れから２次にかかわる新しい法律も当然合併

が進んでいるわけですが、一つ、全地域的に

県土全般を見渡したときに、球磨地域が、本

来小規模自治体が一番多いわけですよね。に

もかかわらず、ここが進んでいない。進ませ

、 、た方がいいのか このままでいいのかという

いろいろ見解、それぞれあろうかと思います

、 、が こういう全域に対する配慮という意味で

人吉・球磨地域に対する見解はどのようにお

持ちなのか、この２つの問いにお答えいただ

きたいと思います。

○楢木野市町村総室長 ただいま鬼海委員の

方から２点について要望、それと御質問があ

ったわけですけれども、まず第１点目の城南

町の件につきましては、実は昨日の道州制に

関する特別委員会の場でも同様の、これは植

木町も含めてですけれども、御懸念の動きが

ありまして、私どももちょっと憂慮している

ところでもあります。

たまたまこの前、去る会議で、城南町の御

出身の委員さんがおられまして、その方とも

お話ししましたけれども、少しうんざりだと

いうようなお話をその方もおっしゃっていら

っしゃいまして、いずれにしましてもそうい

う今御懸念の動きにつきましては、県として

何ができるかちょっとあれなんですが、私ど

もの方から役場の方にもお願いしているの

は、一部のところで非常に苛烈なやり合いっ

こがあっているとかいうところがありますの

で、町の方には、極めて客観点にメリット、

デメリット、その辺はきっちり両方併記して

住民への説明も行ってくださいとかいうこと

はお願いして、その動きはちゃんと町の方で

対応されていると思います。

ただ、今言いましたように、住民の対立云

々につきましては、その説明にかかわらず残

るということは我々も非常に心配しておりま

すので、何か県としてできることがあれば、

今後また町とも相談しながら、その辺考えて

まいりたいと思います。

あと球磨地域、つまり今政令指定都市以外

の合併についての話だと思いますが、県とし

ても、これについては非常に心にとめておる

ところでございまして、合併の今後の動きも

取り決めが今決まってきているようでござい

ますけれども、ここら辺につきましては私ど

もも念頭に入れております。

私も、まだ６月議会中なものですから動け

、 、ませんけれども ７月からちょっとそういう

これは球磨地域のみならず、県下、特に１万

人以下の人口で今運営されているところにつ

いては、実情をちょっとお話をお伺いしに行

きたいというふうに今思っておりまして、そ

の辺次の施策に向けてどう打つかということ

について、首長さんの御意見等もお伺いして

いきたいと思っております。球磨地域も、そ

の点で念頭に入れてやっていきたいと思って

おります。

○鬼海洋一委員 今回の植木、それから城南

の意向というものが、熊本県の組織的変化に

極めて大きなファクター、要素だというふう

に思っていまして、たまたま９月の議会での

質問ですから、その後の方向についてその中

で改めてお聞きをしよう、あるいは私なりに

意見を申し上げるというふうに思っておるの

ですが、これまで何回も本会議の中では取り

上げてまいりましたが、二極化をする熊本県

の構造的変化の中で、どういうぐあいに県と

して今後の組織運営といいますか、県土の将

来に対する方向性を導かせていくかというこ

とについては、まだ十分な答弁がなされてい

ない状況であります。
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ですから、今回は、いよいよその大きな変

化の時代に直面するわけですから、ぜひ心し

て取り組みをしていただきたいということを

お願いしておきたいと思いますし、また改め

て御質問していきたいというふうに思ってお

ります。どうぞよろしくお願いします。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。

○馬場成志委員 今いろいろ御指摘がありま

したけれども、今は合併の問題、政令市の問

題ということよりも、今は植木町、城南町の

人たちにとってどうなのかということを一番

考えなければならない時なんだろうというふ

うに思います。

その中で、合併の計画というものが知事の

方に持ってこられて、そして、知事は、それ

をしっかりと見た上で、きちっとやれるとい

うような判断をされたというふうに思います

し、また、やらなければならないということ

をおっしゃったというふうに思います。もち

ろん、市当局もやると、市議会もやれと、き

ちっとやれというようなことも、何層にも重

ねて意思確認をしていただいておるというふ

うに思います。

そういった中で、もちろん県の発展とかい

ろんなことを考える中での大きな政令市の問

題でありますけれども、植木町、城南町の人

たちにとって、これからどうあるべきかとい

うような――６年前のときは、なかなか熊本

市が合併する相手を大事にするんだというよ

うな心の部分が、あっても通じなかった部分

があったというふうに思いますが、今回は合

併協議会を本当に何回も何回も重ねて、熊本

市がどれだけのことをやるのかということを

本当に積み上げて、一つ一つ約束がなされて

きたことだということでありますので、心の

部分がしっかりと伝わるように、また県の方

からもバックアップをお願いしたいというふ

うに思います。中身の問題、将来の問題とい

、 、うところに 今楢木野さんおっしゃったから

もうそこにきちっと焦点が合うように、そし

て、その上での判断をしていただくようにバ

ックアップをお願いします。

以上です。いかがですか、何かあれば。

○楢木野市町村総室長 今回の件につきまし

ても、先ほどその対立というような部分の話

もありましたけれども、非常に大きく対立―

―反対する等の方からあったのは、熊本市の

財政状況が悪いだとか、例えば今馬場委員の

方から出ましたように、基本計画をつくって

もそれは履行されないんだとかいうような、

そういうお話もあったわけですから、その辺

誤解があるところについてはきっちり回答を

返すように、これは市とも話をしましたし、

知事もそういう旨の話をしましたし、そうい

う誤解は絶対解いていくということで今まで

動いてきたつもりでございますし、今後とも

そういうことで私ども説明はしてまいりたい

と思います。

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。

（ ありません」と呼ぶ者あり)「

なければ、これで報告事項に対する質疑を

終了いたします。

次に、その他で何かありませんか。

○大西一史委員 一つ、情報公開のあり方に

ついてちょっとお尋ねしたいと思います。

実は、路木ダムについて、知事が事業継続

に向けたという考えを先日示されたわけです

けれども、そのときに――その路木ダムのこ

と自体ということではなくて、６月３日の議

案説明の場で、午前中自民党の政審あるいは

我々他会派の議案説明の場で考えを表明され

たんですけれども、翌日の定例記者会見で、

県議会への説明や報道によってみずからの考
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えは県民に伝わっているということで、地元

などに直接説明することは現時点では考えて

いないという旨の説明をされておるわけで

す。

そういう意味で、この定例記者会見あたり

で言ったことあるいは臨時の記者会見あたり

もそれぞれ持たれて今まで来ていますけれど

も、そういったもので言われたことである程

度説明責任は果たしているというような知事

の認識だったんですが、それで、実は２月の

定例会で、私どもの代表質問で吉田議員が、

定例記者会見の回数はマニフェストどおりに

何でやらぬのかということでの質問をされた

ときに、まずは月２回やっておるからいいん

だと、必要に応じて臨時記者会見を実施し、

平均すると週１回を超えていますよと、答弁

ではですね。県政に対する情報をタイムリー

に提供することができ、その結果、県政に対

する県民の理解も深まってきているのではな

いかということで、記者会見の有効性という

のを非常に知事は持っておられると。ただ、

回数は従来どおりでいいよと、ちょっとやら

せてくれと、今までのままで。定例記者会見

については、月２回ですか、今やっているの

は。

ところが、ホームページにこの議事録が載

っておるので、議事録というか会見録ですよ

ね。これを見てみると、臨時会見の会見録と

いうのは載ってないんですよ。それで、報道

されるのは、あくまでもすべてのものではな

いですね、記者会見での報道される報道のさ

れ方というのは、報道を取材されている記者

さんたちのその考え方、そういったもので報

道されたり報道されなかったりするわけであ

って、県民に対してこの記者会見を説明責任

の場とするのであれば、こういった臨時の記

者会見と銘打たれたようなものについても、

私は、きちっとホームページにその内容、会

見録というものをしっかり載せるべきだとい

うふうに思うんですが、当面今のままでやら

れる、臨時的な記者会見をそういうことで説

明の場に使うということであれば、そういっ

たことを実施していただかないかぬというふ

うに思います。

私が、過去に県政記者さんの方とかにちょ

っといろいろ聞いて調べたら、去年からこと

しにかけて、臨時記者会見というだけでも５

回ぐらいあっているわけですよね。他県の状

況なんかを見てみると、宮崎とか鹿児島のホ

ームページを見ると、臨時記者会見も、議事

録は載っていないんだけれども、しかし、知

事がそういうふうに位置づけたということを

考えれば、私は載せていいんじゃないかなと

いうふうに思うんですよね。その辺、どうお

考えですかね。

○濱名広報課長 広報課長でございます。

今、議員が申されたような形で、今定例記

者会見を運用していることは事実でございま

す。一つは、定例記者会見の方は、広報課が

持ち込みますきちんとしたテレビカメラ等を

もって、そして、後でそれをテープ起こしす

るという形で議事録もつくり、そして載せて

おります。一つは、そういう技術的な話もご

ざいまして、臨時記者会見の場合が、場所の

問題とかでなかなかこれまではそういうカメ

ラ等の持ち込みができなくてという場所もあ

りまして、今のところ臨時記者会見について

はホームページ等では載せていないところで

ございます。

議員がおっしゃるように、知事はいろんな

形で情報発信をしておりますし、臨時記者会

見も一つの大きな情報発信の場として考えて

おるということはもう間違いないところでご

ざいますので、いろいろ工夫をしていきたい

というふうに思います。

○大西一史委員 記録ぐらいは当然残してお

られるんでしょう。どうですか。
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○濱名広報課長 記録はございます。

○大西一史委員 ということであれば、そん

なにそれを技術的にホームページに載せると

いうことは難しいことじゃないですよね。と

いうことは、ホームページに載せるというこ

とを検討するということでよろしいですか。

○濱名広報課長 メモという形でも残してお

りますので、一字一句ということにはいかな

いかもしれませんが、工夫をしてまいりたい

と思います。

○大西一史委員 わかりました。

それと、済みません、もう１つ、その他の

項目でちょっと関連するというか、公文書の

管理についてなんですね。

これについては、きのう、参議院で公文書

管理法が成立したのは皆さん御存じだろうと

いうふうに思います。これは全会一致でです

ね。附帯決議はいろいろついたみたいですけ

れども。

この公文書管理法というのは、薬害肝炎の

症例リストだとかを放置されとったりとか、

それから年金の記録漏れとか、要は、役所の

ずさんな公文書の管理が表面化し、余りにも

ひどいから、きちんと管理をしなければなら

ないということで公文書管理法というのが制

定をされたというふうに私は思います。

そういう中で、県の公文書のあり方、ルー

ルというのは今どうなっていますか。たしか

保管期限は５年とか、そういったことになっ

とったと思うんですが。

○広崎私学文書課長 今、委員お尋ねの公文

書につきましては、熊本県の文書規定に基づ

きまして保存年限を６種類、１年未満から30

年までそれぞれに類型分けをしておりまし

て、各課がその類型に基づいて保存年限を決

め、各課あるいは私学文書課の書庫にて保管

をするという形をとっております。

○大西一史委員 それで、公文書管理法がこ

うやって制定されたことを受けて、やっぱり

県においても、その公文書の管理のあり方と

いうのは大きく見直して、その規定というこ

とではなくて、条例あたりでしっかり私は定

めていくべきだというふうに思いますが、ど

うでしょうか。

○広崎私学文書課長 条例のお話が出ました

が、条例というところにまでは至っておりま

せんけれども、知事も記者会見等で文書の保

管、それから公文書についてのお考えを述べ

ておられますので、私どもの方といたしまし

ても、現在、公文書管理法の成立を受けまし

て、何らかの形で公文書の管理について整理

をしていきたいというふうには考えておりま

す。

○大西一史委員 条例も含めてということで

検討していかれるということでしょうから、

今後その辺の動きをしっかり見ていきたいと

いうふうに思うんですが、やはり恣意的に、

要は、廃棄されたりとか、保存年限というこ

とを盾に処分されたりとかというんじゃ、私

はちょっとどうかなというふうに思います。

それと、先日、それこそまた路木ダムの話

になりますが、いろいろと公文書の管理上―

―まあ公文書の保存期限があるためにすべて

廃棄されとったわけですね。だから、16年後

に、今回改めて検証するときに、最大の問題

はもう公文書はなかったと、これでいいんだ

ろうかというふうに知事は記者会見でおっし

ゃっとるわけですね。つまり、いろんな行政

の今まで経てきた過程を検証する上でも、保

存年限というのは私はできるだけ長く、そし

て、やはりきちんとした行政がやってきたん

だという、ある意味では行政の信用のあかし

に私はなるというふうに思うんですね。それ



- 28 -

を考えると、条例あたりできちっと私は整備

をしていくということが必要。

それから、あと現在の公文書ですよね。も

うすぐ期限が来るものとか、ひょっとしたら

あると思うんですが、今の課長の御答弁によ

れば、要はこれから新たにルールを考えなけ

ればならないということをおっしゃったわけ

ですから、それは条例も含めて、それは知事

もあわせて全体的に検討されていくというこ

、 、とでしょうけれども 今ある公文書について

まさに処分あるいは廃棄などをされようとし

ているものについては、一たんルールが決ま

るまで、ちょっとその処分をやめるというよ

うなことはできないですかね。

○広崎私学文書課長 今、ルールを新たに考

えるというふうに答弁したかどうかあれなん

ですけれども、実は今公文書の保存年限とい

うのがございますけれども、例えばその保存

年限と申しますのは、その事務事業の内容あ

るいは法律関係によって延長することができ

るというふうになっております。

、 、ですから 私ども文書課といたしましては

一つ一つの事務事業について、５年のものを

６年にするのか７年にするのかという判断は

できませんので、それは現課にお任せをして

おります。ただ、昨今のこういう情勢でござ

いますので、その文書の廃棄が５年でいいの

かどうか、あるいはその法律関係の継続がい

つまで見込まれるのかといったような判断

を、各部各課で慎重にこれからしていただけ

。 、るものというふうには考えております また

そういうふうにしていただくように、私ども

の方でもお願いをしたいと思っております。

○大西一史委員 今の発言だと、各課任せと

いうことですね、結局。何か僕は課長の揚げ

足を取っているわけじゃなくて、やっぱりこ

れは大事なところなんですよ。

それで、結局、もうありませんと、保存年

限は過ぎていますから説明はできませんとい

うのじゃ、やっぱり県民の皆さん、なかなか

納得できぬところがあると思いますので、こ

れは総務部長にお願いしておきますが、全庁

的にこういった文書の管理については、ある

程度ルールを定めるまでの間、廃棄にするに

当たっては厳重に注意をしながら、あるいは

記録にもし残せるのであれば――今は電子デ

ータで残せるんですよね。割と紙がかさばる

とかそういう理由があるかもしれぬけれど

も、残せるものはしっかり残すようにお願い

をしたいと思いますが、その辺徹底をしてい

ただけませんか。

○松山総務部長 文書の保存につきまして

は、一つに、物理的な理由もあるんです。非

常に日々ものすごい量の公文書がございます

ので、保管場所とか、それにかかる費用等も

ございますので、その辺も考えながら今検討

をしているということなんですけれども、私

学文書課長が申し上げましたように、やはり

公文書のあり方というのはいろいろ出てきて

おりますので、その辺は今後やはり全庁的に

しっかり検討して取り組ませていただきたい

というふうに思っております。

○大西一史委員 しっかりよろしくお願いを

いたします。

○内野幸喜委員 地域振興という観点から、

ちょっと新幹線のことについてお尋ねしたい

と思います。

先日６月13日に、玉名で新幹線開業すると

いうことでパネルディスカッションがありま

した。知事にも御出席いただいて、小宮部長

も見えられていたんだと思いますが、ほかに

もひょっとするとこの中に玉名まで来られて

いた方もいらっしゃるかもしれません。

その中で、この新幹線開業については、熊

本県としては100年に１度のチャンスだとい
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うことで、地域振興の起爆剤としていろんな

施策をやっているんだろうと思います。

ただ、先日のパネルディスカッションの中

で、私が実際率直に感じたのが、ＪＲ九州と

熊本県、温度差がちょっとあるんじゃないか

と思ったんですね。これは、恐らくそのとき

に会場にいらっしゃった方も、感じた方は多

かったみたいです。その点、ＪＲ九州の方と

、 、 、は 熊本県は 進むべき方向というんですか

そういったものを共有しながらちゃんと話が

進んでいるんだろうかというのをちょっと疑

問に感じたんですけれども、その辺はどうで

しょうか。

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。

６月13日の玉名でのフォーラムに関しての

お尋ねでございましたが、ＪＲ九州におきま

しても、やはり新幹線の開業というものはそ

うなかなかあることじゃございませんので、

その辺力を入れているというふうに思ってお

ります。

具体的には、これは観光経済交流局の話に

なってまいりますが、ＪＲの主要駅にもポス

ターを掲示したりですとか、そういった形で

本県の取り組みについてもアピールをしてい

くということで考えておりますので、御指摘

のように、決して姿勢が冷めているというこ

とはないと思いますし、私どもの方といたし

ましては、議員が申されたとおり、100年に

１度のビッグチャンスということで考えてお

、 、りますので 開業効果を高めていけるように

しっかりと手を取りながら進めていきたいと

いうふうに考えております。

以上です。

○大西一史委員 財政再建戦略の中で、ネー

ミングライツがうたわれておるわけですけれ

ども、このネーミングライツについては応募

がなかったというようなことでたしかあった

けれども、その後定例記者会見の記録なんか

を見てみますと、引き続き締め切らないで努

力しますよというような話だったんですが、

この半年――１月のこれは会見の状況なんで

すが、その後はどうなっていますかね。

○田嶋財政課長 ネーミングライツについて

は、ことし、まず１回公募いたしましたけれ

ども、応募がなかったということで、今も引

き続いて各県内企業とかそれぞれ打診は続け

ております。ただ、こういう景気の状況なの

で、やはりなかなか今踏み込んでいただくの

はちょっと厳しい状況もあります。ただ、景

気も踏まえながら、できるだけ多くの企業に

は声かけていきながら、そのチャンスは逃さ

ないようにしたいというように思っておりま

す。

○大西一史委員 ネーミングライツは、それ

でもなかなか経済情勢が厳しいというのは確

かによくわかるんですけれども、何かいつま

でもこの名前がどうなるかわからぬというの

も、ちょっと知事が財政再建戦略の歳入確保

対策の要は一つとしてこれは大きく位置づけ

られていますね、たしか。それを考えると、

ずっと募集をしていくというのであれば、そ

れでも何かコストがかかるわけじゃないでし

、 、ょうから それはそれでいいんですけれども

掲げた以上はやっぱりしっかりこれは成就す

るように取り組んでいただかないかぬという

ふうに思うんですよね。

だから、その点は、まあ今の答弁では引き

続きやっていくということだから、その点に

ついてはしっかり取り組んでいただきたいと

いうふうに思いますけれども、今後ちょっと

やっぱり今のままでいいのかなというふうに

思いますので、ちょっと考えていただきたい

というふうに思います。

以上です。
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○森浩二委員長 ほかにありませんか。――

なければ、以上で本日の議題は終了いたしま

す。

最後に、陳情等が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。皆さん大変御苦労さまで

した。

午前11時57分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

総務常任委員会委員長


